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併用一林道賂＼定専

魂町--四称乱撃林香草表上の都
合qCより併爾林道にするため､ノ下記条項によ9敬費し九･の

で本番?適を作成し双方記名押印のうえ各/適を保有するも

のとする○

＼田和　　　年　　　月　　　日

(甲卜鳥取県東伯郡三朝町長坂　出雅己㊥

(乙卜倉青営林寮長　　′ト　倉　康　彦㊥一

能　､

｢

/.この賂萱で三朝町を甲ヽ倉吉＼営林署を乙とする
ノ

よ　この遭路の管群青は甲とする0

3･車線-する-は雷雲鰯
の区間､.延長3,2才n l巾貞3,も4′.川とする0

44.乙はこの避略の併用の喫由が解消したと諦め夷と亀､甲

と隅帝のうえ併用を解除するも吟とする｡

3:甲は､この道略が併用されてvhる期間中Uc､この落籍を

麻止し､またはこの道鴨にともなう璃利を第三者TjE鋳潰

する場合には乙に賂頑しその東洋を受けをけれほなら哀

LJQo

1

-巨



i.この薄給の管理者は､この講鴨を常時良好缶状帯に保つよ

･う.ノ努め恵ければならない●

7.この葦路の償稽およU改良に軍する費用は､甲､乙防親し

庶即として受茶の程産をもとにしそ負輯するものとする｡

K･甲または乙か必要と謬める場合は､それぞれの負押把率い

てみずから前項の工事をおこなうことができるものと噂連
t

字　この道鴨の災寄手即日工事は､原則として受蚕の碍帝をも-と

忙し甲､乙軌葛のう'ぇ､負担工事簡所を窪めそれぞれ実施

するものとするoただし､甲または乙の必要によって､そ
′

れぞれの魯手日工轟簡所をこえて確旧工事をおこなうときは

その野田結実市したものの負租とする｡ .

/0.甲は､前項により乙が襲旅した塀薯衛旧工垂加､磯額碍旧､

事業費国庫色相金または補断金の対象となら1恵いよう持帝

するものとする〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔
l                  --一′斗

/ /.この蒋格の特殊倦串または改良等で特QC営林南軍等革上必甘
iJ5

要あるものについては､双方賂商のうえその華行は乙にお

V,てすることができるも甲とするo

/ヱ　甲は､乙がこの道路に関するJT等をおこなう場合におりて

必要とする林道帯地の塀債その鯉一切の槽帝を､原則とし

て甲の負碑にお1,41てもこ食うものとする中

ー1 -



/3.との葦賄7/=罷する蓉用の魯相は､周君林野の帯物軍受

入および問有林野事票の讃食入に対して徳一研喝零し

蒐vlものとするel
-

-/ 4(.本格萱に定められてVl恵tJt串頂T.{ついては､その郵貯

.㌢　甲､乙観票して定めろものとする◎

/3:この摺路の種田略語野間は､喝窟照韓の日から3立間

とする｡ただし､一郎軌で応じ甲､乙観笥毎うえ期間を

帝都することができるものとする｡

.J_ :5:if

一弓-
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併　用　林　道　賂　定　番

■

-=顛町節藷の帯終曲山林追　線を営林署事業上の都

合把より併用帯道Qeするため､下紀集項にエb簸定した　の/

で本尊2講を作成し双方W,名押印のうえ各/適を保有するも

のとするや

昭和　　　年　　　月　　　日

l

(早) ,鳥取県東伯郡三朝町長　坂　出　雅　己㊥

(乙)倉膏営林署轟　　　小　倉　康　彦衛

記

/.この賂定で三朝町　を甲､省　芭営林署を乙とする

2.この道路の管群青は甲とする0

3･ -林加-する軸は霊認諾諾慧志手
相陣､鹿長芋J#JZJO n ､何県jQ諾Qnとする申

′

銘　乙はこの凄略の併用の理由が解消したと東めたと竜､甲

と防戦のうえ併用を解除するものとする●

3:甲は､この道略が併用寄れている期間中に､この遭務を
/

磨止し､ま喪はこの遺韓にともなう撫利を弟三者に蔑渡

する場合には乙に鱗笥し盲の東洋を受けた叶ればなら恵

tJto

-Lf･r-



占.この溝路の管理夢嘩ヽこの甫路を常時良好缶状熊に鍵うよ

う褒め態ければならない.

ナ　この薄拓の修繕および改良ljC零する垂取は､甲､乙敵親し

-原鮒として重森の転席をもと正して負由するものとす争｡

a/甲または乙が必要卓静める場合は､ ･それぞれや魚群m=おtJ,

てみず和ら前項の工事をおこなうことができるものとふ
X.

ノ

?･この道路の災専郵日=事は､原則として受益の群好をS,と,千
-, '･qcL甲､乙賂嶺のうえ､負担工轟簡所を定めそれぞれ実施

するものとするo兜だし､甲または乙の必要によって､そ

れぞれめ食柏工事簡所をこえで碍旧工事を､ぉこなうとき咋

その費用は乗場したものの負甲とする｡

/ 0･､甲は丁前項ucより乙が畢旅した災害辞旧工等が､災宰領旧

零累蓉国庫負損金または禰助金の対烏と怒ら夜いよう滞骨
I

するものとする｡　　　　　　　　　　　　写嘉息

/ /･この轟格の特殊償串または改良零で特に営林希書等革上必掌

要あ卑ものについては､双方騎議のうえその愉行は乙にお

vlてすることができるものとする｡

/2･甲は､乙がこの道路に関する工事をおこなう揚合qcおいて

必雫とする林茸田地の損傷その他一切の稽零を､贋即とし

そ甲の負頼旺おいておこなうものとする.

-ち. -



1~く

:　　　　　　　　　　　tI

■　　､F

■し,

も　も/T,

JIy

JA
J■一

･■巨

/3･この讃賄[/7潤する専用の魯珂疫､国有林野や噴物胃受

入および固有林野事業の帝鳥人に対しては一切喝零し

貴いもめとする｡

/44.本格定に定められていなtJq零欝については､その和博

甲､乙観簡して定めるものとする｡
/

/3:この碍線の鉾田鞄窟野間は､鮪莫精練の日から3生闇

とする○ただし､必要に応じ甲､乙執帝のうえ期間をL

一帯新することができるものとする｡
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併　用　林　道　陽　を　革

一　朝町評定の讃終曲山瀬謹呈　韓を営林署事業上の廓

合肥より堺市林道にするため､下記条項ucよ9執棄した　の

で本番2滴を作成し双方gF.名押印のうえ冬/葦を保有するも

のとするo

関知　　　年　　　月　　　日

(甲)鳥取県東伯邦三朝町長　坂　出　雅　己㊥

(乙)禽曹営林賓轟　　　′ト　倉　庫　藷簡

記

I /.この賂萱で三朝軒　を甲､　オ　車営林署を乙とする

こl

B

1ト

_也/

〆L
■･

2.この道路の管理者は甲とする0
｢

3･併師道-する-芸悪霊芸諾霊芝
の区間､_重厚　仰m､巾景　　3.trnとするb

q.乙はこの素鶏の併用の堺由が解消したと諦めたとき､甲

と賂繁のうえ坪田矛餌染するものとするo

5.甲は､この貫鴨が併軍されている琴間中に二この道蕗を

解止し､また推この還諒射てともをう'*刊を第三者tje鱒渡一

すろ場合には乙に終領しその無碍を受けずこけれほならを

ViJo

-T7-
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i.この罪路の管評者は､この滞称を常時良好な状態に碍つよ

う努めなければ怒らない｡

7.この箪韓の修繕および改良'jC零す畠費周は､甲､乙筋頑し

尿即として受茶の韓硬をもとにして負輯するものとする0

8. -甲または乙が必雫と認める場合は.,それぞれの魚群T4:おい

てみずから前項の工革をおこなうことができるものと㌧する

宍　この甫時の災害得旧工革は､原郡として受益の群帝をもと｣若草
･ヤr -

忙し甲､乙賂領のうえ､負担三軍簡所を定めそれぞれ葵第　-

するものとするoただし､平壌たは乙の必要によって､そ

れぞれの負相工軍箇所をこえて禅僧二軍をおこなうと幸は

その常用姥寒帯LfFjものの負坤とするo

/0･甲は､市風仁より乙が肇旅した塀零拝唱二軍が､-災害碑旧

事業額問標負担金または補数金の称象と竜ら′ないよう碍暦

するものとする◎

/ /･この軍略の特殊嘩嘩または改良零で靴営林局軍事野上些一考～
◆    I■■

要あるものにつVlては､双方防塞のうえその横行は乙IvCお
一ヽ

vlてすることができるものとす′る｡

/エ　甲は､乙がこの讃路に関する工等をおこな与場合において

必雫とする林掲即b,の幕僚その酢一切ノの嘩甲を､環即とし
/

I

て甲の負担においておこなうものとする｡

ヽ　L

′

-iZIl



JGÅJ

/3･この耶把防する帝周の魯稗は､国有林野の春物胃受

入および国有林野事業の帯鳥人lyc対しては一切喝簿し

､　ないものとするo

/4(本格豊に崇められていなtJq草原については､その郵貯

甲､乙賂萌して歪めるものとする◎

/3:この滞特の鉾田縁語期間は､麟窟締結の日から3年間

とする.ただし､必要把応じ甲ヽ乙観想甲うえ期間を

帝新することができ■るものとする.
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蛋

併用林道賂定春

三朝町顧慮の清路軒各､軒療額を営林撃車上の都

合把上り併同林道にするため,下前集項把より観をした　の-

で本尊2帯を作威し双方村名押印のうヰ冬/適を保有するも

のとする8/

昭和　　　年　　　月　　　8

1甲)鳥取県東伯郡三朝町長　坂　出　雅　己⑳　′

1 (乙)倉膏営林薯長　　　小　食　喪　毒㊥

記

/.この賂鐙で三朝FTT'を甲､金台　営林署を乙とする

よ　この道路の管潔者は甲＼とする○

併琳這-入する準磁器芸芸芸警筈鴫; "
ヽ

の区間､延長82だ　n､巾貴　3.O n-とする｡

44. 1乙はこの苛鴨の併用の理由が解消したと需めたと善､甲

と隈蘭のうえ併用を碍陵するものとする●

3:甲は､この道鴨が併用されている期間中に､この溝噂を

麻止し､またはこの道碍にとも覆う権利を第三者に帝渡

する場合には乙に鮪親しその諌帯を受けたければT3:ら態

tJlo
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■:　　　　　　　l　､  .

i･この蒋蹄の管評者は､この鞠を常時慮好な状熊に憐つよ

う努めなければ奄ちなV'｡

7･この清路の腰縄および改良LjC零する蕪村は､甲､乙験慈し

原即として受券の程蕨をもと昭して魚損するものとする｡
ヽ

gl　甲または乙が必要と諦める場合は､それぞれの魚押におい

･-.__‥____　.　_　_　軍書.i

てみずから前項の工事をおこ患うととができるものとする撫癖

宍　この甫熟の災専得旧二重は､原則として受春め相好をもと　-

托し甲､乙軌商のうえ､負串工事簡所を軽めそれぞれ実施

J    _ ._ . _ _  . _   . _二_ _                   ＼

するものとするoただし､甲または乙の必要によって､そ

れぞれの骨相工事簡所をこえて循旧=草をおこなうと尊は

その専用は葉蘭したものの負相とする｡

/0･甲は､前項把より乙が秦旅した弊害符旧=帝が､災宰掛目　　､L
n 〕

事業費同僚負申余せたは補助金の酢亀と怒ら恵いよう拷骨

･するものとする｡　　　　　　　蔓か農

/ /･この置特の摩殊償噂または改良事で特貯常練帯軍事顎上必　′

貫あるものについては､双方賂親のうえその柄行は乙にお

いてすることができる･ものとするo

/エ　甲払乙がこの竜路に関する工事をおこなう場合において

必軍とする林道剛転の操傑その倦一切の稽帝を､耶けとし

･て甲の魚類Ucおいておこ患うものノとする.

/
′

-　H　-

".I:.frT:,..A



r'.

ヽ　　　　　　　　●

/3.この薄味に罷㌻る帝周の奇相は､国有林野の番物質要

人および問有林野欝撃の市債人に対しては-研喝琴し`

貴いものとするo　　　　　　　　　　′

/44. '本格萱に歪められてい恵tJq革帯把ついては､その郵声

甲､乙軌哉して定めろものとする｡

/3:この葦韓の併田醜定野間は､終定締韓の日から3生間

とする｡'ただし､必要に応じ甲､乙執常のうえ期間を

一軍新することができるものとする｡､

･ -lコ-　~ノ

■t

I :)i/-



併用林遺賂棄専

三朝町表-竺略画絶珊瑚埠営林署'事築上の都

合qCより併絹林道咋するため､IT紀条項把より協恵した　の

で茶番2滑を作成し双方常名押印のうえ各/適を保有するも

のとする〇

･昭和　　年　　々　　日

(甲)鳥取県東伯郡三朝町長　坂　出　雅　己@

(乙)倉膏営林零度　　　小　倉　康　彦衛ー′

記　L

㌔

/.この賂淫で三朝町を甲､食事　営林署を乙とする､

2.との貰路の管照者は甲とするo

3･ '#毎贈-入する車雷雲を霊諾筈畏禦欝

の区間､硬轟/.ク打n､巾員･ 2.c mとする〇

ヽ

g.乙はこの道時の併用の堺由が解消したと評めたと竜',甲

と賂帝のうえ餅原を簡除するものとする｡

3:甲は､この道撃が併用されている期間中忙､この連勝を

廃止し､填たはこの重箱にとも患う-椅利を第三者TjC帝渡

する場合には乙に賂鞠しその東謀を受けなければ怒ら竜

レゝo

ーD I



占.この讃路の管群青はYこの帯締を常時良好な状熊に保つよ

う努めなければなら患い｡

7･この帯韓の修繕および改良に雫する費用は,甲i乙鮪蔑し

原即として受券の程席をもとにして色相する.ものとする｡

8:甲または乙が必要と認める場合は､それぞれの負相におい
■己

てみずから前項の工事を這こなうことができるものとづ蔑豊

実　この甫略の災害符旧工事は､▲原則として受益の碍好をもとt.

'忙し甲､一乙賂領のうえ､負鞄工事簡所を窪めそれぞれ英的

するものとするoただし､甲膏たは乙の必要によって､そ
l

れぞれの債柁工事簡所を.こえて確旧工事をおこ巧:うと膏は

その常田は突聯したものの負担とするb tb

/ 0･甲は､間取仁より乙が畢旅したf1-摘符旧工撃が､災部即日

畢業韓国療色相金または補助金め酢亀とならないよう持層

するものとする｡　　　　　　　　　　　　1.a
Cy=r iQ

/ /･この置鴨の特殊修縛または改良等で準に営林愚考等野上必

要あるものにつVlては､双方晩翠のうえその場行は乙UCお

Vlてすることができるものとするo

/ヱ　甲は､乙がこの苛路に関する工事をおこなう場合tR:おLpて

必雫とする林碍那亀の環億その碑一切の碍帝を､那T.Tとし

て甲の魚韓においておこ患うものとする｡
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/3･こ′の避鞍に罷㌻る準用の南軍は､国有林野の療物買受

入および国有林野事業の詞偉人に対してT,i一軒曙零し
/

奇vlものとする○

/ 44.香取豊に窪められてVi怒tJq革帯t'R:?いては､卓の都声

甲､乙取肇して定めるものとするC,

/i:この葦準の伴同格軽野間性､野宅鞘蹄の日から3生間

と亘るT.ただし-t必雷把応じ甲､乙W,'翠のうえ期間を

軍部することができるものとする｡

- lb/⊥
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